（別紙４の２）



合　併　公　告

　令和　　年　　月　　日の責任役員会において、宗教法人「　　　　　　」を、宗教法人「　　　　　」に合併することになりました。

　これについて異議のある債権者は、この公告の日から　　日以内に、意見を申し述べてください。

　宗教法人法第34条第3項の規定によって公告します。

　　　　　　　　年　　月　　日

　　債権者各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗教法人「　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表役員　　　　　　　　　　

（注）　意見を申し述べる期間は、２ヶ月以上とすること。


